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現代教育改革における学校の自己革新と

校長のリーダーシッフ。に関する基礎的研究

i 現代教育改革における学校と校長

1. 現代教育改革における学校の位置

(1) 現代教育改革の性格

現在主要先進諸留において進められている教

育改革が，教育の量的拡大ではなしその質的

充実を自指すものであり，またその中で，学校

や教師の責任が関われていることは周知であ

る。本研究は，その教育改革の一つの重点とも

言える，校長に関する各国の改善施策を分析す

るものであるが，具体的な分析作業に先立ち，

現代教育改革の性格とそこにおける学校の位震

を整理したいと考える。もちろんそのこと自体，

本研究全体を通じて実証的に深められるべき課

題であるが，本研究の課題の明確化及び実証的

な分析作業のための基盤として，教育改革の基

本的な特質を把握しておくことが有益であろ

。
〉つ

そこで現在，主要先進諸国においでほぼ共通

に教育改革が政策的課題とされ，推進されてい

る背景は何かという点から，現代における教育

改革の性格を捉えたいと思う。教育改革を促進

した背景に関しては，様々に論じられていると

ころであるがlk各国に共通するものとして次

の4点を指摘することができるであろう。

第一は経済的要因であり， 1970年代初頭の通

貨危機，石油危機を契機とする経済停滞，失業

率の上昇，産業構造の変化は，景気の回復や経

済的な国際競争力の強化のための労働力の形
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成，或いは新しい産業構造に対応した労働力の

形成という教育的課題を提起した。情報化や国

際化という社会変動に対応した人材育成の課題

も，ここに含めて考えることができょう。

第二は行財政的な要因である。これは直接に

は緊縮財政下での教育費の削減ないし教育財政

の効率化の問題として端的に現れるが，より基

本的には，財政政策における大きな転換を基底

とした，行財政改革の一環としての公教青の組

織化原理の転換の問題である。特に日本，アメ

リカ，イギリスでは，財政政策におけるケイン

ズ主義への信頼が喪失する一方で，市場原理重

視の傾向が強まり，それが教育制度の運営にも

波及した。即ち，ケインズ主義に基づく「大き

なJ政府に代わって，マネタリズムなどに依拠

する「小さなj政府が志向される中で，教育に

おいても「自由化jが志向され，学校や教師の

競争を刺激しつつ，公教育の効率化を図ろうと

する政策動向をもたらした九

第三は，社会的及び文化的要因である。出生

率の低下による生徒数の滅少や家族構成の変化

は，子どもの学力形成に対する家庭からの要求

を強化するとともに，学力形成以外の面での教

育要求を増大させたと言えよう。また，余暇の

増大や平均寿命の上昇などは教育要求を多様化

し，第一の要因とも関わって生涯教育，生涯学

習への要請を強めた。

第四は，教育的要因である。非行や登校拒否

などの所請教育の病理現象の拡大や基礎学力の

低下は，教育についての危機感を煽り，それへ
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の対応を急務とするとともに，学校や教師に対

する社会的な信頼を低下させた。

そこでの改革課題は，教育制度・行政，カリ

キュラム，教師，学校の組織・運営，地域や家

庭のあり方と多岐にわたっているが，カリキュ

ラムの改革や教員の質の向上といった個別領域

の改革と同時に，学校の組織・運営のあり方を

トータルに見直し，改善していこうとする傾向

が見られることが，今日の教育改革の一つの特

質であると思われる。これは教育全般にわたる

見直しと同時に，教育の現場としての学校を主

体とした改革が必要であることが認識されてき

たことを示している。

教育改革を目指した各種の施策は，たとえ，

それがどんなにすばらしいものであってもスト

レートに教育の効果をもたらすものではない。

それは教育の現場たる学校内部の体制によって

影響を受けるものであり，学校自体の変革なし

にはその充分な効果を期待することはできな

い。このことはティームティチングや視聴覚機

器といった教育イノベーションの普及過程の研

究などからも，すでに明らかにされているとこ

ろである。さらに，最近，アメリカで進められ

てきた「学校の効果jについての研究では，教

育の効果に影響を及ぼす重要な要因として，

校の組織的・文化的な特質をあげ，このことを

支持している。これらの研究によって，国家レ

ベルでのマクロな改革，教育イノベーションの

開発・普及や教師教育といった部分的な改革と

同時に，個々の学校レベルのトータルな改革の

必要性が認識されてきたといえる。つまり，教

育の「質Jの改善は，最終的には，教育の現場

である学校の改善に待たれるのであり，そのこ

とからも学校組織の見直しが今次教育改革の重

要な焦点の一つにならなければならないと考え

られるのである。

(2) 学校の改善と校長

そして，そのような学校自体の見直しを進め

て行く上で，重要な役割を担っているのが校長

である。学校の教育目標の達成に向けて，いか

に教職員をまとめ， リードしていくかといった
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校長のリーダーシップの「質」の問題は，わが

国の教育改革においても大きな課題のーっと

なっている。

例えば，臨時教育審議会はその第二次答申に

おいて， I学校が，活力と規律を維持するために

は，この相互信頼(教師相互間及び教職員と児

童・生徒・父母等の間での相互信頼-引用者注)

の基盤の上に，各学校に責任体制と校長の指導

力が確立されていることが重要であるJことを

指摘し，校長の在職期間の長期化，若手の管理

職登用の促進，教員人事に関する校長の意見呉

申の一層の活用といった提言を行ったヘまた，

第三次答申においては，1学校を地域社会の共同

財産としての観点から見直し，学校・家庭・地

域社会の協力関係を確立するj ことの必要性を

強調するとともに， I学校の管理・運営の確立と

活性化を図る」ための校長の責任を改めて確認

し，校長の指導力確立のために「もっとも重要

なことは，幅広い人間性，教員としての長年に

わたる教育活動の蓄積や自己研鎖等を通じて得

られる高度の職務遂行能力，そしてそれらを基

盤として得られる信頼感であるjことを指摘し

たのである九

先にも述べた通り，現在の教育改革の成否は，

学校の当事者能力をいかに高めていくかにか

かっていると言っても過言ではない。学校の行

政依存的体質や事なかれ主義はしばしば批判さ

れるところであり，学校には，そのような体質

を脱皮し，問題が深刻化してから，対症療法的，

事後処理的にそれに対応するのではなく，自ら

すばやく問題を感知し，主体的に解決していく

能力(自己革新能力)が求められているといえ

る。そのような状況の中で，校長には，個々の

学校の実態や課題を的確に捉え，様々な意見を

調整しながら，教職員や父母の協力を形成して

いく組織創造者(学校革新のリーダー)として

の役割と能力が期待されている。

諸外国の教育改革の中でも，このような校長

の役割変容の様子が伺える。

例えば，アメリカでは，教育改革に関する様々

な報告書において学校の運営やリー夕、ーシップ

の改善が勧告されていることはよく知られてい



る。なかでも全米州知事会が1986年に公にした

f成果の時 (Timefor Results) ~は， w危機に

立つ国家Jをはじめとする改革論を「第一の波j

と表現し， Iこの教育改革の第一の波では，学校

のための基準と期待の確立に強調点が置かれて

いた。それが今や，改革の第二の波の時が来て

いる。そこでは，学校教育のプロセスと，学校

と生徒の生活の中で十分に実行されるべき変革

に合わせるために必要な諸条件に対して，我々

は注意を向けている。学校のリーダーシップは，

この改革の第二の波の鍵的要素である jと述べ

たヘそして実際にも， 11980年代の教育改革は

アメリカ思民のコンセンサスを『支点、』として，

改革当初の州の『規制jから， 80年代半ばすぎ

の今呂では，伝統としてあった地方や学校(教

師集団)，また親の f裁量Jへと傾きつつあるJ6) 

と言われている。レーガン政権の新連邦主義を

背景として，州主導によって開始された教育改

革の第二段階として，学校や学s:を責任主体と

する教育改革へと重点が移動してきているので

ある。

イギリスにおいては，学校や教師のアカウン

タピリティの追求が強まる中で，教育における

市場原理と殺の教育権限を重視するサッチャ一

政府によって，学校理事会の改革が推進され，

その権限の強化とそこにおける親の発言権の拡

大が図られてきている 7)。そして学校のアカウ

ンタピリティを明確化しつつ学校経営の効率化

を図る，校長の経営的責任が重視され，その職

務遂行能力向上へ向けての様々な改善施策が展

開されているヘ

さらに，これらの国々とは事情を異ならせな

がらも，ソビエトにおいても学校の自律性を重

視する傾向を見ることができる。 1984年 4月に

ソ連最高会議で承認された「普通教育学校およ

び職業学校改革の基本方向Jは「学校その他の

教育・養育施設の仕事に対する監督制度を整理

し，生きた創造的仕事から，すなわち生徒の教

育・養育活動から教育の注意をそらす大童のさ

まざまな指令，報告，照会を大幅に減らすjこ

とを述べているへまた，ゴルバチョフ政権に

よって推進されてきた教育改革も， I大学管理運
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営の民主化，自主性の拡大によって，行き過ぎ

た集権化による大学の低迷と混迷の状況を打開

し，大学活動の蘇生，再生を促そうとするもの

であるJと指摘されている 10)。

2. 校長をめぐる問題構造

(1) 学校経営における校長の責任

以上のように，校長は教育改革のキーパーソ

ンとして位置づけられる。そこで，ここでは学

校経営における校長の責任の本質的な性格と問

題点について考察しよう。

校長が，公教育の行政・経営の矛盾や対立，

葛藤の集約される位置に置かれていることは，

従来から指摘されてきた。それは，言い換えれ

ば，校長が教育に関する多様な意思の接点に位

置していることを意味している。それはひとま

ず学校の内と外の接点と言えようが，学校の外

からの意忠は多様であり，少なくとも，基準や

規則として学校に伝達される公的な行政意思

と，親から学校に直接伝達される私的な教育要

求をs:別する必要がある。また，学校の内にお

いては，教師の専門的な教育意思を認めること

ができる。したがって，校長は少なくとも，行

政意思，私的教育要求，専門的教育意思の三者

の接点に置かれていると言うことができるので

ある(さらに，教職員組合などからの労使関係

上の要求をそこに加えることもできる)。

では，校長という位置に集約的に現れる矛

盾・対立とは何か。それは次の三点、に要約でき

る。

第一は，学校の外からもたらされる諾意思相

互間の矛盾・対立である。これについては，さ

らに二つの面を思別することが必要である。 ~p

ち一つは，行政意思と親の教育要求の矛盾・対

立であり，他は，殺の教育要求相互のそれであ

る。前者については，それらが無前提に矛盾・

対立し合うとは言えないし，互いに補完し合う

面もあるであろう。しかし，行政意思が個人を

越えた蕗一的基準性を有しているのに対し，親

の教育要求は個別的であり，特殊である。そこ

で校長にとっては， r学校の教育において，十分



な教育水準を保ち社会的自標や価値を実現し，

あるいは充足するということ，および個人的な

自標や価値を満たすということ，この実質的用

件を充足する学校経営を展開しているか否かと

いう質的な問題JII)が提起されることになる。ま

た後者については，殺の教育要求は本質的に多

様であり，相互に矛盾・対立する可能性を常に

はらんでいる。いずれにしても，学校に対する

各種の社会的要請は矛盾・対立・葛藤を起こす

場合が少なくないのであり， Iそれゆえに校長の

責任は重く，一般教員以上に高度の道徳性が要

求されるJ12)のである。

第二は，毅からの教育要求と教師の専門的教

育意思の矛盾・対立である。この問題は一面に

おいて，学校の閉鎖性への批判として「関かれ

たJ学校経営の要請をもたらし，伊jえば親の学

校経営参加の問題として捉えられてきた。しか

し，問題は単純ではなし〉。吉本二郎は次のよう

に指摘している。即ち， I教育の実際過程で学校

が家庭環境と密に関連を保つべきは当然で、ある

が，学校は時として，より高い価値実現のため

に，家庭の現実的意志を断つべき時もあろう。

学校を代表して行う校長の，この勇気ある決断

や姿勢が，教師に信頼感を抱かせ，組織への忠

誠を引き出す資源になるjI九つまり，学校を関

かれたものにすることは当然であるにしても，

その上で，親の教育要求と学校・教師の専門的

教育意思の調整が，校長の責任として重要なも

のになってくるのである。

第三は，学校に対する行政意思と教師の専門

的教育意思の矛盾・対立である。この問題は従

来，校長の役割ないし性格の問題として，即ち，

校長の管理者的性格と教育者的性格の矛盾・対

立として捉えられてきた。教育行政の末端に置

かれた管理者としての性格じ教師集団の専門

的リーダーとしての性格の矛盾・対立或いは葛

藤の問題である。今日とくにわが留においては，

画一的な学校管理や学校の硬直性への反省か

ら，後者の性格が重視され，基準行政の下での

学校の主体性・自律性の確立が課題とされる傾

向にあると言えよう。しかし，学校のアカウン

タピリティが追求されるとき，そこでは行政的

-86-

ノレートを通じてもたらされる学校への社会的要

請への対応が求められているのであり，校長が

行政的意思の代弁者として位置づき，管理的な

論理を体現することは避け難いことである。高

野桂ーの言うように，1現在のような教育状況の

混乱のなかでは，現象的には校長の管理者的性

格と教育者的性格の矛盾に悩まざるをえないの

がふつうであろう J14)と言えよう。

さて，アメリカのGoodladは，学校組織の健

康ということについて，次のように指摘してい

る。「個別学校を超えた生態系の健康を判断する

評価基準は，それが個々の学校をサポートすべ

く十分に機能しているかということである。そ

して一方，学校の健康は，一つにはそれが広い

生態系と効果的に結びついているか， とくに，

学校の任務を十分理解しているかということに

よって，また一つにはちその任務を果たすため

に内部的に十分機能しているかということに

よって判断されるJl九校長は，言わば学校とそ

の生態系の間の連絡者であると同時に，内部の

組織的リーダーであり，今ゃそうした責任を明

確化し，その能力を高めることを求められてい

る。しかし，そこには上で述べてきたような矛

盾や対立が現れるし，諾意思の緊張関係が内包

されざるを得ない。とくに今日のような教育改

革期においては，そうした矛盾・対立があらわ

になり，緊張が高まることは不可避であると考

えられよう。

(2) 本研究の課題と視点

以上のように考えれば，現代教育改革におい

て，校長が本質的な重要性をもつことが理解さ

れよう。特に，公教育の行政・経営のなかで校

長の果たす役割ないし機能，及びそれに対応し

た校長の力量は，教育改革の一つの鍵的位置に

あると言っても過言ではない。

前者つまり校長の役割，機能としては，学校

に対する社会からの諸要請・要求を受け止め，

変革のリーダーとしてそれに応えるべき協働体

制を学校の内に確立し，またそのために必要な

サポートを外部に求めていくことが期待されて

いると言えようが，そこには様々な矛盾・対立，



緊張関係が内包されることは，先に見た通りで

ある。公教育の行政イ運営において規制と裁量，

集権と分権の新たなバランスを確立するという

問題は，校長においては，その管理者的性格と

教育者的性格の新たなノてランスの確立という課

題として反映されているのである。

そしてこのことと対応して問題とされている

のが，校長の力量の問題である。校長の役割，

機能の再検討と対応して，校長の力量とは何か

が問われ，それをいかに向上するかが課題に

なってきている。校長において，経営管理的な

力量と教育に関わる専門的力量をどう組み合わ

せ，そのバランスをどこに求めるかが問われて

いるのである。

以上のようなことを踏まえ，本稿では，各国

における校長に関わる改善施策を次の三点から

分析する。

① 校長に期待される役割の変化，権限をめ

ぐる問題

② 校長としてふさわしい人材をし功〉にして

登用するかといった校長の資格・選考にか

かわる問題

③ 校長として備えるべき知識や技能をいか

にして形成・獲得するかといった校長の養

成・研修にかかわる問題

これらは校長の資質能力の中身や，その質の

水準の維持・向上に大きな影響力を有するもの

である。とりわけ学校の当事者能力の向上が求

められ，そのための校長のリーダーシップのあ

り方が向われている現在，これら諸制度のあり

方や改革の動向を分析することは重要なことで

あると思われる。言い換えれば，これらに関す

る改革の具体的な内容と方向性を検討すること

によって，各国の教育改革において新たに求め

られている校長像やそのリーダーシップのあり

方が，より明確化されてくると考えることがで

きる。

以下で，これらの各側面から各国の教育改革

における具体的改善施策の内容と方向性につい

て検討していくことにしたい。

(水本徳明)
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〔注〕

1) 新井郁男によれば， OECDの社会問題教育局

教育担当次長のパパドプロスは，教育の「量」

から「質」への転換の理由として，①1970年代

初頭における経済停滞，②インプレーションと

緊縮財政，③失業の増大(特に若年層の失業の

増大)，④1960年代半ばからの出生率の低下と，

その結果としての義務教育就学者数の減少，⑤

以上の結果による教育の社会的な重要度につい

ての国民の態度の変化と，それに伴う，さまざ

まな教育のレベルの教育に対する国民の要求の

変化，を挙げている。

新井邦男「諸外国における教育改革 序j日

本教育経営学会編『講座日本の教育経営 8教育

経営の国際的動向J ぎょうせい 1987 9頁

2) この点については，水本徳明「福祉国家のf危

機Jと教育改革一現代公教育論の課題一J現代

学校研究論集第 6巻京都教育大学教育経営

研究会 1988 参照

3) 臨時教育審議会第二次答申 1986年，第 4

部第 3節

4) 臨時教育審議会 第三次答申 1987年，第 2

章第 5節

5) N ational Governors' Association. Time 

for Results The Governors' 1991 Report 

on Education. 1986. p. 51 

6) 中留武昭11980年代のアメリカ教育改革にお

ける教育経営の f規制jから『裁量jへの動向j

日本教育経営学会紀要第29号第一法規

1987 

7) この点、については，小松郁夫[英国における

学校理事会とその改革j 日本教育経営学会紀

要第30号第一法規 1988に詳しい。

8) この点については，水本徳明「イギリス教育

改革における学校経営の位置と諜題一校長選考

制度改革の分析を通じて-J 日本教育経営学

会紀要第29号第一法規 1987を参照。

9) 水谷邦子訳[普通教育学校および職業学校改

革の基本動向j 福山重一編 f芦屋大学創立二

十周年記念講座 ソ連邦の「普通教育学校およ

び職業学校改革の基本動向J(1984. 4) j文雅

堂銀行研究社 1984 



10) 小島弘道「教育運営における自主性の拡大と

民主化j 小島弘道ほか fソビエト教育改革の

性格について(日本教育学会発表資料)~ 1987 

11) 吉本こ郎『学校の経営行為と責任j

ぎょうせい 1984 200頁

12) 吉本二郎向上 427頁

13) 吉本二郎向上 428頁

14) 高野桂-r学校経営の科学 4 指導助言論J

明治図書 1980 126頁

15) Goodlad， J. 1.，“Structure Process and 

an Agenda，" in Goodlad， J. 1. (ed.)， 

The Ecology of School Renewal， NSSE， 

1987， p.17 
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11. 各国の校長をめぐる改善施策

1 .校長に期待される役割の変化

まずはじめに現在各国で進められている教育

改革の中で，校長に対してどのような役割が期

待されてきたかを検討していきたい。もちろん，

改革提言や施策の中に，必ずしも明確な校長像

が描かれているわけではないし，また，それら

は後半の資格・選考や養成・研修に関する改善

施策の異体的検討も加味してより明らかになる

問題でもある。したがって，ここでは校長の役

割変化の大きな流れといったものを中心に検討

して，校長をめぐる改善施策の基盤にある校長

像に迫ってみたいと患う。

(1) すぐれた教育者から教育指導者へ

校長の役割変化として，第一に指導的・経営

的側面の重視という点をあげることができる。

校長のもつ機能の中には，教員の先輩として，

すぐれた教育者としての機能を求められること

があるが，今回の改革において校長に対する期

待は，教育的機能から経営的機能へとその重点

が変化してきている。

アメリカでは，これまでも校長の指導的役割

が強調されていたが，今次改革において「教授

上の指導者 (instructionalleader) Jとしての校

長の役割が従来にも増して強調される傾向にあ

る。

アドラー (Adler，M. J.)は，教育改革の構想、

を提言する中で， r校長の教育上の指導性は現

在，希薄になっているJl)と指摘し，校長の役割

について「校長職にあるものが法規に詳しいと

か，官僚的手続きに熟達しているとか，政治的

洞察力があるとかというのは，たしかに重要な

資格にちがいないが，それだけでは十分でない0

・・中略…もっとも重要なのは，校長が学校が必

要とする教育上の指導性を示すことであるJ2) 

と述べている。

また，全米州知事による報告書 f成果の時

(Time for Results) jの「リーダーシップ・経

営部会J編では， 80年代初頭になされた校長の
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職務実態、に関する諸研究の成果を分析して，次

のような校長の職務の特徴を明らかにしてい

る3)。

-自発的な仕事であることが少ない (alow 

degree of se1f-initiated task) 

-細切れの活動が多い (manyactivities of 

short duration) 

-組織内の様々な要請によって計函の変更を

迫られる (thesuperseding of prior plans 

by the needs of others in the organiza-

tion) 

・一対ーの口頭でのやり取りが多い (face-to

-face verbal contacts with one other 

person) 

・仕事の内容が一定していない (variability

of task) 

-広範囲な人やグループとかかわっている

(an extensive network of individuals 

and groups) 

-仕事の内容が予想、できないほど呂まぐるし

く変わる (ahectic and unpredictable 

flow of work) 

・あまり重要ではない意思決定と些細な検討

事項が多い (numerousunimportant deci-

sions and trivial agendas) 

-文書による伝達がほとんど見られない (few

attempts at written communication) 

-他の職員とのやり取りが大半を占める

(interactions predominantly with sub-

ordinates) 

・(全体的というより)特定の，具体的で，解

決可能な，急を要する問題や情報を志向し

ている (apreference for probrems and 

information that are specific (rather 

than general)， concrete， solvable， and 

currently pressing) 

ここに示された実態は，校長がある程度長期

的な展望を立てながら，自らの計蕗に基づいて

日常の経営活動を遂行して行くことの困難な状

況をうかがわせるものである。 1自の職務時間

を，様々な仕事に追い立てられながら，それら

に忙しく対応している校長の職務実態、が示され



ていると言えよう。このような校長の役割の現

状について，全体報告書の中では，さらに「校

長のもっとも重要な責務が，学校の事務的事項

を処理することなのか，教授上のリーダーとし

てのはたらきか，他の管理者との会合へ出席す

ることなのか，父母とのコミュニケーションを

とることなのか，規律問題を処理することなの

か，それともそれらすべてが本来の校長の責務

なのかが明らかにされていない。…中略...校長

は自分の時間の大部分を，指導(leading)-

"doing the right things"ーよりむしろ，管理

(managing) -“doing thing right"ーに費や

しているJ4)と指摘している。

そのような職務遂行の態様は，教師に対する

リーダーシップの発欝の仕方にも少なからぬ否

定的な影響を及ぼしているようである。先の部

会報告書では， INEAの1985年の調査による

と，自分の学校の校長を『よりよい教授活動を

行うために必要な知識・技能を援助してくれる

有効な資源 (source)jとして見ている教師は，

ほんの15%にしかすぎなしJo 60%の教師は自分

の仕事を遂行する際に何らかの困難を経験して

いる。なぜならば，彼らは自分の学校の管理者

から，十分な助言やフィードバックや援助を受

けていないからであるJ5)と指摘されている。

このようにアメリカでは校長に対して指導的

な役割が期待されているにもかかわらず，実際

には，雑務に追われその本来の機能を十分に果

たしていないことが問題とされ，校長としての

本務を優先させることが強調されているのであ

る。

一方，校長をすぐれた教育者として位置づけ，

f管理者もしくは行政官にしてしまうことをき

らう J6)イギリスにおいても，現在，その役割の

変化が迫られている。

モーガン (Morgan，C.E.) らは「今日の校

長の役割は様々な経営的機能の複雑なネット

ワークによって特徴づけられ，そこで必要とさ

れる技能は学識や牧師としての資格 (pastral

mission) ，教師としての成功，専門家集団の内

部のみで磨かれる諸能力に根ざすものとはただ

ちに言えなしリ 7)と述べている。表II-1-1
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は，ジョーンズ(Jones，A)による調査の結果

であるが，ここには校長が生徒との教育的関係

を享受している反面，資源管理や組織などの経

営的な活動において苦慮している状況が表れて

いる。単にすぐれた教育者としての校長の役割

から，指導的・経営的な側面での校長に対する

役割が増しているにもかかわらず，それをうま

く処理しきれていない校一長の姿の現われと言え

ようか。

表II-1-1 校長はどのような活動を楽しみ

或いは苦患しているか

N二 400

楽しいと感じている活動 苦癒している活動

生 f走 376 諸資源の管理 193 

人 事 管 理 231 kJl 部主 175 

1)ーダーシップ 135 人事ー管理 167 

哲 学 122 自己管理 137 

イノベーション 104 生 徒 132 

画 103 理事/LEA 122 

人間関係 90 人 間 関 係 89 

!~l 己管理 90 税/地域社会 81 

剥2 織 83 リーダーシップ 69 i 

統合・調整 76 社会発展への対応 44 

親/地域社会 75 l面 27 

諸資源の管理 82 地方機関等との関係 25

地方機関等との関係 27 イノベーション J.7 

理事/LEA 27 統合・調整 7 

iilli 24 評 制i 7 

社会発展への対応 9 哲 ~子'-". 6 

J ones，A.，Leadership for Tomorro¥V's Schools， 
Blackwell， 1987， p.80， Figure 5.1 

このような変化はソビエトでも見られる。ソ

ビエトでは従来，教育者あるいは教授研究者と

しての役割が重視され，自ら週 7時間前後の授

業を担当していた。しかし， 1984年 4月に決定

された「普通教育学校および職業教育学校の改

革の基本方針jでは， I普通教育学校および職

業・技術学校の，教授。君11育過程を組織する創

造的活動のための条件を改善し，校長の教授負

担を軽減することが必要であるJ8)と提言され，

その役割の変容を求めている。ソビエトの学校

では，いわゆる官僚主義，形式主義等，行政依

存の体質が見られ，これが今日の学校現場が抱



える教育の諸問題の原因のーっと考えられてい

る。今回の改革では，そのような体質を脱皮し，

創造的な教育活動を育て，すぐれた教育活動を

普及・定着させるために，学校の責任や自主性

を高めることが急務とされているのである。そ

のことから先の「基本方針Jでは，創造的活動

のために，校長がより多くの時間を教職員に対

する指導・助言にあてられるような措置が講じ

られたのである。

(2) 管理者から調整者へ

第二の点は，学校内外の様々な意見や要求を

調整し，方向づけながら，学校の意思を形成し

ていく全体調整者としての役割への変化であ

る。

イギリスの場合，これは「独裁者から経営責

任者へ (fromAutocrat to Chief Exective) J 

という言葉で語られている。周知のようにイギ

リスの校長は， I教師の筆頭Jとして権威主義的

な伝統を持っていた。しかもその役観は広範で

あり，自ら教授活動を行うばかりでなく，学校

の教育自的・内容・方法，児童・生徒の管理，

教職員人事，学校財政等の学校管理・運営全般

にわたる事項について，いわば絶対的な権威を

持つものであった。今日では，こうした権威主

義的な性格は弱められてはきたものの，校長は

「学校運営のすべての点について，包括的な権

限と責任をもち，所属職員や児童・生徒に対し

て大きな影響力を持っているJ9)と言われてい

る。

こうした伝統に対し，イギリスにおける 1970

年以障の校長の役割変化を，モーガンらは「独

裁者から専門家のリーダーへ，さらに経営責任

者へjの変化として捉え，中等学校長の経営活

動を表Il-1-2のように整理し，それを「政

策決定の役割から，政策形成過程をリードする

役割へのJ変化であると特色づけている 10)。

また，彼らはこうした変化をもたらした要因

として次の 5点を指摘している 11)。即ち，①生徒

数と生徒の能力幅の変化，②親と子どもの要求

の変化，③学校内部における教員組合や教科集

団 (Curriculmpressure group)といった新し
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い権力基盤の発達ラ④アカウンタピリティに対

する外部的な要請，⑤教育費と学校の業績の関

係についての関心，である。これらのうち，①

と③は学校内部のラ④と⑤は学校外部の要因で

あり，②は両者にまたがる要因であると言えよ

う。学校内部の要因については，特に中等学校

のコンプリへンシプ化によって学校規模が拡大

し，学校の内部組織が複雑化して中間管理職の

役割が重要になりち学校経営の合理化，民主化

の中で校長の役割変化が求められて来たこと

は，従来から指摘されて来た1へそれに対して，

1980年代に入ってからは，外部からの学校への

要求が校長の役割に与える影響が大きくなり，

注呂されている。ストナー (Stoner，F.)は「社

会的なアカウンタビリティへの圧力の増大に

よって，校長の役割及びその複雑さと葛藤が特

に鋭い注目を集めている J13)と述べている。上で

整理したような学校経営へのアカウンタビリ

ティの要請が，校長の役割変化を求めていると

言えよう。

他方，アメリカの場合，校長はその所属校に

おける意思決定権限を有する管理の中心に位寵

すると同時に，学校経営にかかわる多くの側面

で，教育長あるいは教育委員会の多大な影響を

受けている。そうした地方学区レベルでの集権

的な学校経営の在り方は，今次改革において見

直される傾向にある。

例えば， 1970年代後半から展開されてきた「効

果的学校 (effectiveschool) Jに関する研究で

は，教育改革の焦点が個々の学校レベルにおか

れなければならないことが結論づけられてい

る。そして1980年代の初頭にはすでに，そこで

示された効果的学校の特性といったものを，そ

の学校改革の自指すべきねらいとし，実際のプ

ログラムとして展開している州も見られる 14)。

そこでは共同的な意思決定や学校ぐるみでの研

修といったものが強調されており，校長に対し

てはそれらの意見を調整し，学校を効果的なも

のにしていくリーダーシップが求められてい

る。また，カリフォノレニア州の教育委員会

(California Commission on the Teaching 

Profession)が1985年11月に公表した教育改革



表II-1-2 中等学校長の経営活動

{活動力テコリー j舌 弱j 定 義

教 's弓£ 目的設定 学校の全体的目標・目的を全ての関係集団

と調整しながら明疎化し決定すること

教科カリキュラム 生徒の要求と教科的な能力との関係でカ 1)

キュラムを決定すること・カリキュラムの

責任を学科や教職員や生徒に配分すること

生活指導カリキュラム 生徒の生活指導の方針と組織を決定するこ

と

エトス 学校のきまりや行動規則及び生徒と教職員

の規律を決定すること

よtff iIJ;i 教職員の選考と任命・一人当たり割当額の

配分・スケール 1以上のポストの決定・学

校基金と会計一般の管理

h目I 理 計画、組織、調整、統 運営委員会(seniormanagement teams) 

0概念的及び 告1] への権限委任を含めて、学校内部の意思形成

操作的 と経営管理ーのルールと責任及び機構を決定す

ること。 feederschoolや継続及び高等教育

カレ yジの要求に応じて学校の仕組みを調

整すること

教職員の配置 教職員の仕事の明確化、職務の規定

評価と記録 評価の基準と用具の確立による教室におけ

る教授の効果と学校の方針一般の進行状況

の評価。回答の保存、記録と統計の保存の

モニター

施設設備 物理的設備の管理、安全、補修

立呂古 理 動機づけ 人格的影響や誘因、個人の要求や健康、安

0 1)ーダーシ y 全、労働条件一般への関わりを通じて、教

プと人間関係 職員と生徒を動機づけること

教職員の職能成長 教職員の専門的成長や仕事の充実及び教職

員への技術的援助のための、方針と機構の

開発

個人間、集団内、集団 意見調整や交渉、仲裁、調停の技術による

間の葛藤の解消 問題解決と葛藤の解消

コミュニケーション 学校方針や活動や行事のニュースを効果的

に広め、双方向の効果的なコミュニケーシ

ョン・チャンネルを確立すること

外部的アカウン 理事及びLEAIこ対する 理事の会議への出席と報告、議長との連絡、

タピ 1)ティ及び アカウンタビ i)ティ 学校の方針へ理事の意見を取り入れること

地域社会との諸 理事の同意と支持を得ること。 LEAの指導

関係 主事や行政官からのカリキュラムその他の

技術的助言を得る仕組みの確立。

父母及び地域社会一般 学校運営への父母の支持と参加を得る方針

を確立すること。学校の出来事を地域社会

に知らせ、地域の期待に対応すること。

使用者と外部関係者 {吏用者の期待と庭用機会とのコミュニケー

ションの確立、外部の援助機関と学校の連絡

(:ゴ ~l#~) Morgan， C.， et. a1.， The Selection of Secondary Headteachers， 1983， p.14， Table 2 
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に対する報告書でも， I教師が経営ティームを通

じて意思決定に参加し，校長はその経営ティー

ムの活動をリードし，助長する役割を果たすべ

きであるJ15)と，校長の全体調整者としての役割

を強調している。

(3) 学校変革のリーダーとしての役割

第三の点は，学校変革のリーダーとしての校

長の役割への注呂である。

先にも述べた通り，現在の教育改革の成否は，

学校の当事者能力をいかに高めていくかにか

かっていると言っても過言ではない。学校の行

政依存的体質や事なかれ主義はしばしば批判さ

れるところであり，学校には，そのような体質

を脱皮し，問題が深刻化してから，対症療法的，

事後処理的にそれに対応するのではなく，自ら

すばやく問題を感知し，主体的に解決していく

能力(自己革新能力)が求められている。その

ような状況の中で，校長には，個々の学校の実

態や課題を的確に捉え，様々な意見を吸い上げ

ながら，教職員や父母の協力を形成し，学校を

変革していく創造的な役割と能力が期待されて

いるo

II-3で詳しく述べるが，イギリスでは1983

年に，学校経営研修に関する指導・助言・援助

を呂 的とした「学校経営研修センター

(N ational Development Center for School 

Management Training:NDC) Jがプリストル

大学に設置されている。そこではそれまで理論

に偏していた研修をより実践に密着させた形で

展開しようと試みられている。そのことは現在，

より実践的な職務遂行能力が校長に求められて

いることを示すものであろう。つまり，校長は，

当該学校の問題をすばやく的確につかみ，学校

の諸力を結集して主体的に解決していく実践的

な問題解決能力を求められているのである。

その点に関して，アメリカでは「学校に基礎

を謹いた経営 (School-basedmanagement) J 

の着目により「個別学校を教育制度における基

礎的な意思決定単位として見る考え方Jl6)が主

張されてきている。そこでは校長に教育問題を

論議し解決していくために必要な権限が与えら

-93-

れ，学校の中心的なリーダーとしての役割が期

待されている。

また，ソビエトにおいても，学校運営の自律

性の拡大と民主化の推進が叫ばれる中で，創造

的な学校経営が求められている。そして，学校

の指導者たる校長は，外部行政機関からの指示

待ちを改め，自主的に意思決定を行うこと，特

に創造的学校活動の計画，実施の過程で教職員

をリードしていく役割が重視されている。

今次改革では，その自的を達成していくため

に，学校の自律性を高め，学校を基礎として変

革を進めようとする志向が見られる。その中で

校長にはこうした学校変革者としての役割が期

待されてきているということであろう。

(4) まとめ

これまで見てきた校長の役割の変化は，次の

二点から捉え直すことができる。第一は，校長

が果たす機能の変化であり，教育的機能から指

導的・経営的機能への重点、の変化として理解さ

れる。学校をとりまく環境が多様化，複雑化す

るなかで，学校はその課題を的確に捉え，それ

らに柔軟に対応していることが求められてい

る。そうしたなかで校長には，偲々の学校の実

態、や課題にそいながら，学校内外の様々な意見，

要求を調整し，諸資源を活用することによって

効果的な学校運営を図ることが求められている

のである。

第二は，学校内部における権限の集中からそ

の分散への変化である。従来，校長に集中して

いた権限を他の教職員にも委譲し，より共同的

な意思決定を行うこと，そして，校長がその全

体的な調整者としての役割を果たすといった方

向である。先にも触れたアメリカの『成果の時j

では，1効果的なリーダーシップは校長の独占的

責任ではない。リーダーシップはオープンで相

互依存的な，教師を意思決定参加者として位置

づける活動環境の中で，学校のスタップと諸資

源とから生じられるべきものであるr7
)と述べ，

学校のための新たな構造として，共同的意思決

定の重要性を指摘している。

そして，第三は，校長と外部の諸機関や関係



者との関係の緊密化である。例えば，イギリス

では行政機関や親，地域社会などの要請を受け

止め，学校のアカウンタビリティを明確化する

ために，それらとの連携の緊密化が求められて

いる D また，アメリカでは，教育の「質Jを

め，保証していくためにち家庭や地域社会の諸

資源を教育により有効に活用していくことが求

められている。ニール (Neal， D. C. )は，現在

の緊縮財政のなかで学校をよりよいものにして

いくためには，個々の学校に焦点をあてる必要

があると同時に，現在ある諸資源を再配分し，

より効果的に活用していくために，地方教育当

局，州や国の教育行政機関，高等教育機関，教

育組合などとの一層の協力と共同が必要である

こと，を強調している 18)。そこで，校長には父母

や地域社会との協力・連携を留りながら，その

ような地域社会の諸資源を学校の教育に取り込

み，学校を活性化していくことが求められると

いえよう。

このような校長の役割期待が，校長職をめぐ

る改善施策の中で，どのように具体化されよう

としているのであろうか。以下，校長の資格 e

選考ラ養成 e 研修の改善施策の分析を還して検

討していくことにしよう。

(阿久津 浩)
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2.校長の資格@選考をめぐる改善施策

(1) 資格・選考に関する改善施策の背景-校

長職務の問題点と基準の不明確性

資格・選考のあり方は，校長に求められるべ

き最低限の質の内容と程度を保障するものであ

る。その資格@選考制度に対して，今日各国で

改革のメスが入れられつつある。

すでに周知のとおり，アメリカでは， 1980年

代に入ってスプートニク・ショック以来の全米

あげての教育改革が進行している。当初の改革

論においては，もっぱら改革の「必要性」があ

る程度抽象的に強調されていたが， 1980年代後

半に入って，改革されるべき課題とその方向性

がより具体的に提起され，実施される段階へと

移行してきている。その改革課題の重要な柱の

ーっとして，学校経営自体の質の問題が掲げら

れ，校長のリーダーシップの有効な発揮が求め

られてきているのである 1)。

その改革の前段階での具体的な動きとして，

1980年代前半においては，校長の職務内容とそ

の職務遂行の実態に関する多くの研究が行わ

れ，そこでの問題点、が浮き彫りにされてきた。

とりわけ多くの指摘がなされた点は，校長が日

常の職務時間において種々雑多な職務内容に振

り回され，教育活動に関わる計画的な職務遂行

がなされていない，という点であった2)。

このことは，学校経営という営みにおいて校

長に求めらる職務・活動とは何か，校長である

からこそ期待され得るしごとは何であるのか，

という問題があいまいなままにされてきたとい

う事実を示すものであるといえよう。すでに

日-1で述べたように， 1986年に全米チ1¥1知事会

(N ational Governors' Association)が公表

した報告書“TimeFor Results"においても，

校長の職務に関する様々な問題点の指摘のあと

で，校長が優先して行うべき事項が何であるか，

校長にとっても最も重要な責務が何なのか，が

ほとんど明確化されていないことが強調されて

りるのであるヘ

校長が優先して遂行すべき職務内容が不明確

であるということは，その職務遂行に照らして

摘出されるはずの，校長に求められるべき資質

能力の内容についても明確なイメージを持ち得

ないということである。そしてそれらのことは，

資格・選考の制度の問題点とも深いつながりを

もっているといえる。

アメリカでは一般に各州において一定の要件

を満たした者に対して校長の免許状が発行さ

れペ各学包教育委員会が選考を行う。その免許

状取得要件すなわち従来の資格要件の内容の不

備，及び、各学[Rで行われる校長選考の基準・手

続きの不明確性といった問題が，校長の職務実

態の煩雑さやその期待される資質能力の不明確

さといった問題に強く結びついているものとい

えるのである5)。つまり，これらの問題点への

注呂が，資格・選考をめぐる改革の動きの背景

にあったといえる。
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アメリカ連邦教育省の教育研究改善局

(Office of Educational Research and 

Improvement)が， 1987年 6月に公表した『校

長選考のための指針 (PrincipalSelection 

Guide) jの序においては， I不幸なことに，アメ

リカの校長の選考・研修・資格証明の方法は，

理解力があって大胆で進取的な指導者の雇用に

とっては，しばしば適当ではない。確かに，我々

の学校の多くの中には優秀な校長がいる。しか

し，我々はもっともっと多くの優秀な校長を必

要としている。しかしながら，もし，教育団体

や一般の人々が，優れた校長や良い選考手続き

ゃ信頼できる評価方法といったものが何によっ

て成り立つのかについて知っていなければ，

我々はf憂秀な校長を得ることができそうにな

いJ6)と指摘されている。このことは，教育改革

全体を推進していくにあたって，優れた校長と

は何か，優秀な校長はいかにして選ばれ得るか，

また，そのような校長をどのようにして育てる

か， という課題の重要性が広く認識されてきて

いることを示しているといえよう。

こうした，校長の資格・選考制度における不

明確性の問題という点は，イギリスにおいても

みられる。

イギリスではもともと校長の資格や免許状に

関する条件・要件等は定められていない。しか



し，校長の選考手続きについては， LEAが定

める管理規則において規定されており，学校理

事会が関与することになっている。具体的な仕

組みは多様であるが，理事と LEAメンバーが

構成する委員会が行政官の助言のもとにショー

ト・リストの作成または最終決定を行う方式が

比較的一般的だといえる九

しかし，そのような選考の実態についてオー

プン・ユニヴァーシティが1980~83年に行った

調査において，次のような問題点が明らかに

なったという。すなわち， ，(a)選考委員は，校長

の職務について貧弱な知識しか持たず，また，

その判断基準は明らかにされていない。 (b)選考

委員の各集団の役割が唆妹である。 (c)選考委員

の用いる選考技術は限られたものである。(d)(最

も重要な点であるが)選考の決定において職務

と無関係な要因が支配しているJというもので

あるヘこのことは，校長職務に対する具体的な

期待やイメージが明らかにされないまで，非常

に不明瞭な校長選考が行われてきたことを示し

ている。そしてこのことは，校長選考における

明確な基準と手続きを求める動きへとつながっ

ていくものである。

以上のことを踏まえるならば，アメリカ，イ

ギリスの両国においては，校長に求められるべ

き資質能力の内実の不明確性という問題を背景

として，資格要件あるいは選考基準・手続きを

明確化・厳密化していく方向での改革が求めら

れてきているといえよう。

(2) 資格・選考に関する改善施策の内容

それでは，その明確化の方向性はどうなって

いるのか。どのような校長のあり方を求めての

明確化であるのか。次に具体的施策内容を検討

しながらこのことについて考えてみよう。

まず，アメリカにおける校長の資格・選考に

関する施策を，フロリダナト!の校長免許制度改革

の内容をてがかりにして検討してみたい。

ブロリダ州では， 1983年 7月 1日付けで州法

に「管理者研修法 (ManagingTraining Act) J 
(FlOI対 aStatute 231.087)の規定がなされ，

それに基づいて「フロリ夕、州教育経営審議会
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(F10rida Counci1 on Educationa1 Manage-

ment) J， ，フロリダ外州i学校指導者研{修彦所 (F10r-

i泊daAcademy for Scho∞01 Leade白r叫J，学際的

大学院研修促進セン夕一 (Centerfor Interdis-

cip1inary Advanced Graduate S仇tu吋dyω)Jが設

置.開設されているヘ

審議会は設置後ただちに「優れた校長Jの資

質能力の内容と行動指標，養成・審査・選考・

採用・研修の基準と手続きなどについて詳細に

検討し，各学区における施策の指針を提示して

いる。そして，審議会によるそれらの作業の成

果を基盤として，同州では1986年 7月 1日付け

で校長の免許法が改められ，チ1'1教育委員会規則

(State Board of Education Ru1es)において

免許取得要件等の詳細な規定がなされてい

る10)。

そこに示された校長の免許状及びそれらの取

得要件に関する規定は，それ以前のものとは

様々な点で大きく異なっている。また， 1983年

以降の教育経営審議会による校長職に関する多

側面にわたる検討に基づいて規定されたという

経緯をも踏まえるならば，それらの規定内容は，

1980年代教育改革における校長職をめぐる改善

施策の方向性-求められる校長のリーダーシッ

プの内容ーを示していると考えてよいであろ

つ。

!日規定によれば，学校の経営・管理に携わる

職に関わる免許状は，大きく分けて， (a)行政

(Administration)， (b)指導(Supervision)，(c) 

専門教科領域における指導 (Supervisionin a 

specific subject or field)， (d)行政・指導

(Administration and Supervision)，の 4種

類である。そして，それぞれの免許状の取得要

件は学校段階ごとに，初等(K-6)，中等(7-

12) ，初等・中等 (K-12)の3つに分けられて

いる。この学校段階ごとの違いは，カリキュラ

ムに関する要件の違いであり，各規定の内容か

ら，それぞれの免許状の取得要件の構成要素は，

次のように極めて単純に整理することが可能で

ある 11)。

(a) 大学院における学校行政・指導の専攻，

または相応の所定単位履修



(b) 修士以上の学位取得

(c) 初等または中等学校での一定期間の教授

経験(ここでは 3年間)

このうち(a)と(b)は，いずれも大学院における

知識・理論の修得であり， (c)は教師として子ど

もの教育活動に直接携わった経験である。すな

わち， 18規定においては，これら 2つの点が，

校長に求められるべき資格として認められてき

たといえよう。

それでは今次改正によって，それらはどのよ

うに改められたのか。

改正後の新規定によると，免許状は， (a) 

Level1 教育的リーダーシップ (Educational

Leadership)， (b) Level 2 学 校 長 (School

Principal)， (c) Lebe13 .-専門職学校長 (Pro-

fessional School Principal)という 3つの段階

(Level)として分けられている。

規定 (6A-4.0081)の冒頭ではまず， rアロリ

ダ州校長免許プログラムは，職務遂行能力に基

づいた (perforrnence-based)ものであり，実際

に示された知識，職務遂行能力，成果 (knowl-

edge， performance， and results)に基づく 3

段階の免許状をもつものとするjと記されてお

り，上記免許状は，能力・力量を見極める一定

の基準に基づいて段階づけられたものであるこ

とが明示されている。その基準内容を規定に用

いられている表現を借りて簡潔にあげるとすれ

ば，次のようである 0

・Level 1 r教育的リーダーシップJ
「知識の優れた証明 (successfuldemon-

stration of knowledge) j (6A -4.081(1)) 

• Level 2 r学校長j

「校長として行うべき職務のすぐれた遂

行能力 (successfulperformance of the 

duties of the school principalship) j 

(6A-4.081(2)) 

• Level 3 f専門職学校長J
r 3年またはそれ以上にわたる特に優れ

た成果の達成 (achievesuperior 

results) j (6A-4. 081(3)) 

各免許状の取得要件に関しては， 6A-4. 0082， 

6A-4 . 0083， 6A -4.0084のそれぞれにおいて， 1 El 

規定に比べるとかなり細かい規定がなされてい

るが，それらは次のように整理することができ

る。

(a) 教育的リーダーシップ (Educational

Leadership) 
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・正規の教員免許状

-初等または中等学校での 3年間の優れた

(successful)教授経験の証明

• Florida Beginning Teacher Programの

優れた成績の修了，または6A-5.061に示さ

れた諸能力修得、，または教員としての継

続・終身契約の所有，の証明

・基準に適合する機関での修士以上の学位取
手臼
T守

・次の 8領域から成る教育的リーダーシツ

プ・コア・カリキュラムの優秀な達成の証

明(基準に適合する養成プログラム修了，

修士以上の学位，教育的リーダーシップ筆

記試験で基準得点)

a.公立学校のカリキュラムと教授， b. 

組織の経営と開発， c.人材の経営と開発，

d. リーダーシップ・スキル， e. コミュ

ニケーション・スキル， 仁科学技術， g. 

教育法令， h.教育財政

.大学院での 6セメスタ一時間以上の単位履

修またはそれ相当の研修

(b) 学校長 (SchoolPrincipal) 

. r教育的リーダーシップム「行政j，r行政・
指導Jのいずれかの正規の免許状

-校長職務の{憂れた達成の証明

・職務遂行能力評価システム (performance

appraisal system) に基づく優れた成績

(c) 専門職学校長 (ProfessionalSchool Prin-

cipal) 

・「学校長Jの正規の免許状

-州内の同一学rz:における 3年間以上の特に

優れた (superior)成果

・職務遂行能力評価システムと職務遂行能力

経営システム (performancemanagement 

system) に基づく特に優れた成績

各免許状が適用される職務については，次の

ように規定されている。



まず，校長職と各免許状との関係については，

I 6A-4.0081------6A-4.0085で用いられる校長

(principal) という用語は，…中略-一個別学校

における行政的管理 (administrativedirec-

tion) )教授上のリーダーシップ (instructional

leadership) ，及び指導 (supervision)の責務を

課せられた人物を意味する。これは，副校長，

インターン校長，仮採用校長 (assistant，

intern， or interim principal)の役割での責務

を課せられた人物を含まないj(6A -4.0081 

(5)) jとされ， I教育的リーダーシップJの免許

状だけでは，正規の校長職につくことはできな

いことが示されている。そして， I学区における

客観的な審査，選考，任用 (objectivescreen働

ing， selection， and appointment)の手続きを

用いて， ~教育的リーダーシップJ]， ~行政J]， ~行

政・指導jの免許状を有する者は，インターン

副校長，副校長，インターン校長，または仮採

用校長の職務遂行のために任用されることにな

る。ただし，上記免許状または『学校長J]， r専
門職学校長jの免許状の所有者は，学区教育委

員会の手続きのもとで，学校以外の行政的地位

に配属される場合がある j(6A-4.0082(9))とい

う規定から， I教育的リーダーシップjは，正規

の校長職に就く前段階としての，校長の職務を

遂行するための基礎的な能力・力量を証するも

のとして位置づけられているといえる。

そして，それを基礎免許状として，現職校長

または管理者の直接指導 (directsupervision) 

のもとで副校長，インターン校長，または仮採

用校長の任務を10ヶ月以上務め，所定の職務遂

行能力評価システムで{憂れた成績を修めた者

が， I学校長Jの免許状を授与される。その「学

校長jの免許状を有する者だけが，正規の校長

として任用を受けることができる(ただし，学

区教育委員会が必要と認めた場合には，暫定的

に「教育的リーダーシップj，I行政J，I行政・

指導Jの所有者らが 1年以内の間だけ任用され

ること isある) (6A-4.0083(7))。

「専門職学校長Jに関する規定では，その冒

頭において，げ専門職学校長jの免許状は，任

意 (voluntary)のものである。この段階の免許
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状は， リーダーシップおよび経営的・教授的な

スキルの適切な運用を通して，本人が校長の職

務を遂行した学校において首尾一貫して特に優

れた成果 (superiorresults)を上げた州内の校

長にだけ授与される」として，それは正規の校

長としての職務遂行及び成果の{憂秀性を証する

ものであると位置づけられている。

次に，校長選考の手続きについてみてみよう。

フロリダ州教育経営審議会は， 1984年 9月に，

f各学区における校長・副校長の審査・選考・

任用過程のための基準 (Criteriafor School 

District Screening， Selectin， and Appoint-

ment Process for Principals and Assistant 

Principals) J]を公表している。そこには，各学

区教育委員会ごとになされる校長選考の手続き

に関する 8項目の規準があげられている 12)。す

なわち， (a)職務次元(jobdimensions)， (b)人的

資源開発システム (humanresource develop-

ment system)， (c)単一システム (uniformsys-

tem)， (d)出願システム (applicationsystem)， 

(e)職務遂行能力の抽出/経営能力の確認 (per噂

formance samplingjidentification of man-

agement potential)， (f)欠員の公告と通知

(advertising and notification of position 

vacancies)， (g)密接の手続き (interviewproc-

ess) ， (h)最終推薦(finalrecommendation)，で

ある。

(a)は，教育経営審議会が示している「フロリ

ダ州の校長の資質能力 (FloridaPrincipal 

Competencies) Jに合わせて各学区の選考シス

テムが調整されるべきこと， (b)は，募集・審査・

診断・研修・職務遂行評価・開発・報酬という

要素のなかに選考過程を位置づけて考えるべき

こと， (c)は，選考手続きが全ての候補者に対し

て一様の体制と方式でなされるべきこと，をそ

れぞれ示している。また， (d)は，各学区が校長

または副校長職の出願資格制限について成文化

し，最低要件を備えた候補者を一つひとつの選

考手続きに沿って選考すべきこと，(e)は，シミュ

レーションにおけるー連の行動観察などによる

具体的な職務遂行能力に関する審査がなされる

べきこと， (f)は，候補としての資格を有する者



に対して欠員の公告@通知がなされるべきことラ

をそれぞれ示している。そして， (g)では， 11.学
区及び/または (and/or)学校に基礎を置いた

管理者から成る委員会， 2.学校スタッフ・父母・

その他の地域メンバーから成る学校に基礎を震

いた委員会， 3.教育長，地域教育長または指名

を受けた者」のうちの単独または組み合わせで

の面接を選考過程において行うべきことなどが

示され， (めでは，教育長が推薦し，学区教育委

員会が任用を承認するという手続きが示されて

いる。

先に少し触れたが，校長の選考手続きのあり

方については，このフロリダ州に限らず¥確屈

としたプロセスを確立して明確な基準のもとに

行われることを自指した改善への動きが連邦政

府レベルにも見られる。 f校長選考のための指

針j(1987年 6月)のはしがきでは， Bennett， 

W.J.教育省長官が， r良い指導者を選ぶこと

は常に重要である。いや，彼らが我々の国家を

21世紀へと導いていくであろう教育上の先導者

を形成するとすれば，それは絶対に不可欠なこ

とである口校長とは，この先導者なのであり，

彼らはかつて，現在ほど重要かつ函難な課題に

直面したことはなかった」と述べ，校長の選考

は，えこひいきや政略や情実または個人的な親

密さなどといったことに依った偶然性に委ねら

れていてはならず，優れた校長を見つけ出し，

雇用し，鍛えていくために，あらゆる努力が払

われなければならないことを強調して述べてい

る13)。これは明らかに，連邦政府レベルにおけ

る，校長の選考や研修に関わる手続きや基準を

明確化することの必要性に対する切迫した認識

を示しているといえよう。

さて，それでは以上のような旧規定から新規

定への改正及び，選考手続きに関する改革動向

から，校長に求められる資質能力の内容にどの

ような変化を捉え得るであろうか。

校長免許状に関する新規定においてまず留意

されるべきは，免許状が大きく 3つに段階づけ

られている点である。そして，その各設階の免

許状が証する資質内容は，先に規定内容の表現

を借りて示したLevel1ニ「知識@理論の修

得J，Level 2 = 1優れたi職務遂行能力J，Level 

3 = 1特に優れた職務遂行成果jだといえる。

これらの点に留意しながら免許状取得要件の構

成要素を整理してみると，およそ図II-2-1

のように表すことができょう。

こうしてみると，学校の経営に責'任をもっ正

規の校長になるための基礎的な資質条件とし

て，教師としての教授経験と学校経営や指導行

政に関する知識@理論とが明確に位置づけられ

ていることが明らかであろう。言わばそれは，

教師集団のリーダーとしての役割を果たすため

の資質内容である。

そして，そうした資質を備えた者が，初めて

実際に学校現場において経営行為・活動を体験

することを認められる。新規定が，正規の校長

の任に就くことのできる「学校長」の免許状取

得に際して， 10ヶ月以上の学校現場における“経

営経験"を課している点は， I日規定との重要な

相違点、である。!日規定では，いずれの免許状も，

その取得要件に実際の学校現場における“経営

経験"をあげていない。それに対し，新規定に

おいて，正規の校長として任用される前の段階

で現職校長の直接の指導下における“経営経験"

を課している点は，単なる教師の“先輩"とし

ての指導@助言行為や，または机上の知識だけ

に基づく経営行為だけでは今日求められる校長

のリーダーシップの発揮が十分になされないと

いう認識の反映であると考えてよいであろう。

また，フロリ夕、、州の選考手続きに関する規準の

なかで，シミュレーションの中での行動観察を

審査手法として用いることが示されている点に

もこのことが反映している。言わば，経営者と

しての“実践的経営カヘすなわち具体的な行為

として学校の教師集団を組織， リードし，教育

活動を運営していく力量が今日求められてきて

いるのである。正規の校長として継続的にその

ような力量を発揮し得た者に「専門職学校長j

の免許状を発行するということにも，その志向

が強く現れているといってよい。

加えて， 18規定の条文に比して新規定の条文

の一つひとつが極めで慎重に，こまやかな配慮、

のもとに記された跡がみられる点には，明確な
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〔要件を構成する要素〕 〔免許状の器類〕

(a) 初等または中等学校での 3年間の優れた 教授

教授経験の証明 経験
教的育

(b) 所定の研修プログラムでの優れた成績と

所定の諸能力の修得の証明
知識

(c) 修士以上の学位取得 ダ 学一--，

(d) 筆記試験での基準点 ン 専ー「
手ユヨlfl二5五子1H日λ 、、j

(e) 大学技での単位履修または相町、の学区研 フ
T七スh 

t1fi 
し一

修プログラム

(f)校長職務(副校長イ 一] 長 職
し}匂

採用校長として10ヶ月以上)の優れた遂 優れた 学

行 職務遂行能力 校

(g) 所定の峨務遂行能力評価システムでの優 長

れた成績
L -

(h) iE~Jil.(J) tx-& e L --C 

れた成果 特に優れた

(i) 所定の総合的職務遂行能力評価システム 職務遂行成果

と職務遂行能力経営システムでの特に優

れた成績

~II-2-1 フロリタ州における校長免許状の種類、取得要件、及び

それぞれに求められる資質内容

(Florida State Board of Education Rules 6A -4. 081 ~ 6A -4. 085の規定内容に基づいて浜田が

作成。)

資質能力の基準のもとで厳密に校長を資格認定

し，選考していこうとする姿勢をはっきりとみ

てとることができる。例えば， if憂れた (success-

ful) Jや「特に優れた (superior)Jなどといっ

た，知識・能力の修得や成果の程度を示す表現

は，旧規定では皆無と言ってよいが，新規定で

はあちらこちらに用いられている。また， i客観

的な(objective)審査・選考・任用の手続きを

用いてJ(6A-4.0082(9))や「客観性に基づいた

( objective-based)プロセスJ(6A -0083(9))に

みられるように，審査や選考・任用の手続きが

客観的になされることを強調した表現も， I日規

定にはみられないものである。選考手続きに関

する規準においても，各学墜においてそれぞれ

の選考手続きを明定し，忠実にその過程を踏ん
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だ手続きがとられるべきことが強調されている

のである。さらに，こうした客観的な選考手続

きの確立とその明確な基準の必要性について

は，連邦教育省によっても広く提唱されている。

これらの諸点を整理して捉えるならば，アメ

リカでは，教師集団の教育活動を進める上での

リーダーニ教授上のリーダーとしての役割とと

もに，一つの学校の経営者として自律的に経営

活動を展開し得る実践的経営力の発揮が，今日

とりわけ注呂を浴び，求められてきているとい

えよう。そして，それらをともに備えた校長を，

明確な基準のもとで，より厳密に資格認定し，

選考していこうとする動向として，改革の方向

性を捉えてよいであろう。

さて，イギリスにおいてはどうであろうか。



表II-2-1 中等学校長選考の主な基準

基準の)11引立 第一次・第二次選考 子{臨むなll!i接 最終 IIii 接

l 
性格ないし人的特性 性格ないし人格的特性 性格ないし人格的特性

30% 42% 39% 

2 11哉 歴 17% 面接成績 19% [面接成績 17% 

経験と業績 14% 当該学校への適性 当該学校への適性

3 
10% 13% 

職務に関する知識や

f又L ムJJじ， 10% 

ノぞ一セントは、 9つのカテゴ 1)ーのうちちそのカテゴリーの基準が用いられるウェイ

トを示す。

(l¥1organ，c.， 'The Selection and Appointment of Heads， in Hoyle，E. (ed.)， World Yearbook 

of Education 1986 : The l¥1anagement of Schools， 1986， p.157， Table 1.) 

すでに述べたように，イギリスでは校長の資

格や免許について明確な規定はない。しかし，

「独裁者から経営責任者へjとしユう近年の校長

の役割変化の中で，校長の選考制度についての

改革の動きがみられる。次にこの点についてみ

てみよう。

先に，オープン・ユニヴァーシティが行った

調査結果について少し触れたが，そこには，校

長の選考基準のあいまいさ・不明確性，及び選

考委員相互の関係・役割分担，という 2つの問

題点、の存在をみてとることができる。

前者については，調査に基づいて， i 1.職歴，

2.教育と研修， 3.現在までの経験と業績，

4. 当該学校への適性， 5.保証書， 6.動機

づけ， 7.面接での成績， 8.職務に関連した

知識或いは技能， 9.性格ないし人格的特性J14} 

という 9点のカテゴリーが設定され，校長の選

考においてこれらのうち，実際にどのような事

項が重視されているかが調査されている。その

結果が表II-2-1である。

一瞥して明らかなように，実質的に最も重視

されているのは「性格ないし人格的特性jの基

準である。このことは， i職務に関連した選考基

準は，性格ないし人格的特牲に比べて，あまり

にも低い重要性しか付与されていないJ15}こと

を示している。この問題は，選考に先立って校

長の職務内容のあり方自体が不明確のままにさ

れていて，選考基準も定められていない場合が

ほとんどであるという問題16}にも深い関わりを

もつものである。

以上の点を，校長としての実際の職務を十分

に遂行し得る資質能力を備えた人材を校長とし

て確保するという観点から考えると，極めて大

きな問題を含むものといえよう。

また，選考に関わる委員の役割分担について，

調査に関わったMorganは， i素人の選考委員の

もっている社会的な関心とは区別される，教育

的なリーダーシップと経営技術という，職務に

関連した領域の技術的な評価という考えが欠落

していることもあるし，一般的に未発達である。

実際にはその必要性を認めていない者さえい

る。各集団の任務の明確な定義の必要性が明ら

かとなった J17}とし，教育行政官が校長選考に関

する十分な専門的力量をもっていないこと，ま

た，教育行政官が経営的な発想で校長選考に関

わることを拒否する傾向にあることを明らかに

している 18}。

こうした校長選考に関する実態把握に基づい

て， Morganらは選考の技術についての勧告と

選考委員の役割分担についての勧告を行ってい

る。前者については，①面接のj療のフォーマッ

トや質問項目の)1蹟序，各応募者の業績呂録，評

価様式などの資料ないし文書の整備，②職務と

結びついた評価項目の明確化，③選考委員の側，
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特に行政官の教育・訓練，④上級の経営コース

修了者の中から校長を選任すべきこと，などで

ある 19)。また，後者については，①校長選考を効

果的なものにするために，専門的な訓練を受け

た，校長選考専任の行政官または指導主事をお

くこと，②LEAに校長の職能発達と任命のた

めの委員会または小委員会を設置すること，③

理事が校長選考過程に最初から参加すること，

④これら以外の教育や人事の専門家の関与を考

慮、すべきこと，などである則。

これらの内容をみると，校長の資格を特に定

めていないイギリスでは，選考の基準と手続き，

さらには選考に携わる関係者の見識や資質の向

上という手段を通じて，十分な職務遂行能力を

備えた校長を確保しようとしていることがわか

る。さらに， 1984年の「校長選考に関する全国

会議Jでは校長の試補制度の概略が示され，そ

の討議文書『新任校長の試補期間Jではその具

体的提案を行っている。これは， I校長としての

業績は，選考過程で予測されねばならないが，

それが確証されるのはポストに就いてからであ

るj2l)との考え方に基づくものであり，校長選考

にも最善を尽くすが，それは決して完壁ではあ

り得ず，したがって試補制度によってそれを補

うべき，という認識がそこにはあったといえる。

試補制度の提案は， LEAや教員団体から反対

を受けて撤回されたが，校長の選考を厳密化し，

試補としての現場における活動を審査材料にし

ようとする志向は，経営者としての，まさに実

質的な職務遂行能力の発揮が校長に要請されて

いることを示すものといってよいであろう。

アメリカ，イギリス両留の他に，ソビエトに

おいても，校長の選考に関連した改革の動きが

みられる。今日のソビエトにおける教育改革は，

コ、、ノレパチョフ政権成立後の社会改革=ペレスト

ロイカの一翼ーとして位置づけられているもので

ある。そして，そこでの最大の焦点は，教育運

営における自主性の拡大と民主化の促進であ

る。そうした中で，学校教育の運営における様々

な場面に父母や社会団体の意思を反映させ，協

働もしくは参加という関係を築いていこうとす

る動きがみられる。

例えば，一部の地区ではあるが，党組織，労

働組合ラ学校の教育者集団と協議して教師を指

導者に任命する例や，すぐれた教師の中から公

開選出によって校長を任用しようとする提案が

あり，また実際に，校長・学長の公選が実施さ

れている地区もあるということである 22)。

こうした中で， 1987年10月22日に，連邦教育

省と教育関係職員労働組合中央委員会との共同

決定というかたちで，学校生活のいっそうの民

主化，教育経営の改善，校長の個人責任の強化，

を自的とする『普通教育学校長の選出に関する

規程jが出されている問。その規定では，教師集

団・党組織・社会団体組織を選出推薦母体とし

て， 5年に一度，校長の選出が行われるべきこ

とが示されている。そしてその際，校長の活動

に関する評価が全校の関係者集会で行われるこ

ととなっている。また，候補とされるべき者に

ついては， I i憂れた教師，国民教育の組織者，指

導主事，その他棺応する高等教育学歴を有する

教育職員jとされている。

ソビエトの場合，社会体制や価値観の大きな

違いなどもあって，イ也の国の動向に照らして単

純に考察することは困難でトある。しかし，少な

くとも，自主性拡大と民主化をねらう教育改革

のなかで，校長職の重要性が注目され，校長の

あり方が向い直されている動向を明確に捉える

ことができる。そして，当該学校の関係者(教

師・父母・社会団体等)らによる校長の公選制

という方式への注目は，当該学校の教育諸条件

や教師集団及び生徒，ひいては学校をとりまく

地域の関係者のことを真に理解し，その学校の

中で指導力を発揮することのできる能力を持つ

校長が求められていることの反映であると考え

られる。そのような極めて強い志向が，校長選

考に関する従来にない新新な改革志向を導いて

いると考えて間違いはないであろう。

(3) まとめー資格・選考制度改革にみる

校長に求められる資質能力

アメリカ・イギリスともに，従来の校長の資

格・選考の基準や手続きが極めて不明確だとい

う問題を抱えてきた口教育改革の焦点が学校へ
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と向けられる中で，その問題性が強く認識され，

アメリカでは免許@選考制度の改革を通じて，

また資格制度のないイギリスでは選考制度の改

革を通じて，それぞれの基準や手続きを明確化

し，校長の十分な資質能力水準が確保されよう

としているといえる。

そこで求められている校長の役割・資質能力

とは，アメリカの場合は，教師集団の教授上の

リーダーであると同時に，各教師をまとめ，自

律的に学校を経営していく経営者として具体的

な経営行為を発現することである。むろん従来

のアメリカにおける校長は，制度的にも学区の

行政官として，すなわち単なる教師ではなく経

営者として位置づけられ，また，教師の指導者

としての役割を付与されてきた。しかし，従来

の校長免許状の取得要件においては，教師とし

て子どもの教育活動に携わる経験は課されてい

ても，教師の指導者としての，そして学校の経

営者としての実地経験または体験は課されてい

なかった。今日の改革の，校長の資格要件に関

わる動きにおいては，とりわけその点の問題に

焦点、が当てられているといえる。つまり，教師

に対して教授活動に関わる指導をする力と，ひ

とつの学校の経営責任者として学校をまとめ，

導いていく力， とりわけ経営の実践場面に対応

し得る“実践的経営力"が校長に要請されてき

ているといえよう。

イギリスでは，校長選考の基準とその関与者

の相互関係及び関与者自身の見識について，詳

細な検討がなされてきている。また，試補制度

の導入をも含めた選考に関する議論がなされて

きたことは，校長の資質能力の内容の明確化と

その水準確保への強い要請でトある。さらにまた，

それは， i独裁者から経営責任者へJの役割変化

に沿った，実際の経営的職務に対応可能な資質

能力が求められていることを示すものであると

いえよう。

(浜田博文)

〔注〕

1) 全米州知事会は1985年に 7つの特別部会

(task force)を設けて l年後，教育改革に関す
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る報告書『成果の時 (TimeFor Results) jを

公表しているが，その特別部会のうちの一つに

「リーダーシップと経営 (Leadershipand

Management) Jが設けられている。また，その

報告書は， r危機に立つ国家 (ANationAt 

Risk).] (1983年)をはじめとする改革論を「第

一の波 (firstwave) Jと表現し， Iこの教育改革

の第一の波では，学校のための基準と期待の確

立に強調点が震かれていた。それが今や，改革

の第二の波のIJ寺が来ている。そこでは，我々は

学校教育のプロセスに注意を向けている。そし

て各学校と生徒それぞれの生活の中で変革が十

分に実行され得るようにするために必要な諸条

件に対して，我々は注自している。学校のリー

ダーシップ (schoolleadership)は，この改革

の第二の波の鍵的要素となるであろう J(p.51) 

と言己している (National Governors' Associa-

tion "Time For Results The Governors' 

1991 Report on Education，" 1986a)。

2) N ational Governors' Association， "Time 

For Results The Governors' 1991 Report 

on Education. Supporting W orks Task 

Force on Leadership and Management香川

1986b， pp.35-36. 

3) N ational Governors' Association， 1986 

a， p.53. 

4) ミシガン州を除くすべての州で，校長または

校長を含む行政官免許状を発行している。

(Splawn， R. E. ，'Secondary Principal Certi-

fication Requirements-A State-by-State 

Review， '“NASSP Bulletin，" Vol. 71， 

N 0.503， December 1987， pp. 89-98) 

5) 校長の選考にあたっては，必ずしも明確な手

続きや基準が定められているわけではなく，各

学区の教育長の個人的な意向がかなり影響力を

持っている場合が多いということである (Cor停

nett，L.M. ，“The Preparation and Selectin 

of School Principals，" Southern Regional 

Education Board， 1983， p. 7)。

6) U . S. Department of Education，“Princi-

pal Selection Guide，" 1987， p.1 

7) 水本徳明「イギリス教育改革における学校経



営の位寵と課題一校長選考制度改革の分析を通

じて-J r日本教育経営学会紀要第30号J]， 1988 

年， 124~137頁.

なお，本稿におけるイギリスの校長選考に関

する部分の多くは，水本論文に拠るところが大

きし )0

8) Morgan， C.， 'The Selection and 

Appointment of Heads，' in Hoyle， E 

(ed.) ，“World Yearbook of Education 

1986 The Management of Schools"， 

Kogan Page， 1986， p .153. 

9) Florida Statute 231. 087 

10) Florida State Board of Education Rules 

6A-4.081， 6-4.082， 6-4.083， 6A-4.084， 

and 6A -4 .085 

11) 校長の免許取得要件についての規定内容の

詳細は州ごとにバラバラであるが，およその共

通点としてこれら 3点を指摘することはできる

(Splawn， R. E.， op. cit.， p. 89-98)。

また，校長の資格制度に関する最近の先行研

究としては，次の論文が参考になる。

-仙波克也「アメリカ合衆国における校長と指

導主事の資格制度と教育指導職に関する教育

改革の動向一校長と指導主事の免許状の取得

資格要件の現状を中心として-J日米教育指

導職研究会f日米教育指導職の資格史的研究J

1987年， 139~ 158頁。

12) The Florida Council on Educational 

Management仁，

Screening， Selection， and Appointment 

Process for Principals and Assistant Prin-

cipals，" September 22， 1984 

13) U. S. Department of Education， op. 

cit.， p. iii . 

また向指針は，次のような「より良い選考手続

きの10ステップ (TenSteps to a Better 

Selection Process) Jを示している (p.21)。

政策の開発

1.管轄地域内の学校と校長のための一般目標

について合意を形成する。

候補者の確保

2. どのような養成教育が可能か，そして必要

か，を決定する。

3.免許状取得要件・手続きを決定する。

4 .見習い，インターンシップ，指導を経た，

有資格の校長候補者を準備する。

公式の選考手続き

5.有資格の校長志願者のj習に欠員について広

く公告する。

6.必要だと忠われる情報を最もよく明らかに

すると考えられる選考方法を用いて志願者

の技能を診断する。

7 .すべての適切・妥当な情報に基づいて新し

い校長を選び出す。

雇用活動の後

8.地域住民に対応し，同僚のことを知り，そ

の学校と地域の自然と歴史について理解す

ることができるように，新任校長のオリエ

ンテーションを行う。

9. 自分の専門的技能を開発し，同僚のネット

ワークを拡大する多種多様な機会を校長に

もたらす，長期間のプログラムを開発する。

10.雇用のために用いられた選考規準や，校長

の職務遂行能力に関する構造的なフィード

パックの提供，そして，討論・指導・ネッ

トワーク・特別研修を還しての向上への援

助，によって校長を評価する。

14) Morgan，G.E.， Hall，V. and Mackay， 

日" The Selection of Secondary狂eadtea-

chers， Open University Press， 1984， 

pp.56，86 

15) Ibid.， p. 83. 

16) Morgan，C.， op.cit.， 1986， p.153-154 

17) Ibid.， p. 154 . 

18) Morgan， C. E.， et a1.， 1984， pp. 26， 32 

19) Ibid.， pp .144-148 

20) Ibid.， pp .148-152. 

21) DES，“A Probationary Period for New-

ly Appointed Headteachers ，" 1984， para. 3 

22) 小島弘道「教育における自主性の拡大と民主

化Jrペレストロイカーゴノレパチョフ改革の総合

的研究-j ソビエト研究所， 1987年， 75頁。

23) r普通教育学校長の選出に関する規程j

(1987.10.22) 
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3.養成 e 研修をめぐる改善施策

(1) 改善の背景一理論偏重と研修体系の不備

次に，校長の養成@研修をめぐる改革動向に

ついて見てみよう。養成@研修をめぐる改善は，

先の資格@選考の改善とあいまって，校長に求

められる(期待される)資質やリーダーシップ

の中身を研修プログラムという形で具体的に提

示しうるものであり，かっその形成。獲得の方

法を示すものである。以下，そうした観点から

養成・研修をめぐる改善策を検討し，どのよう

な資質やリーダーシップが校長に求められ，い

かなる方法でそれを形成しようとしているのか

といった点について考察していこう。

まず，養成@研修をめぐる改善が提起されて

きた背景について触れておこう。それは大きく

みて次の二つの点を指摘することができょう。

そのひとつは，従来の研修が理論に偏り過ぎ，

実践との関係やそれへの適合が不十分であった

という点である。そして，第二の点はそれまで

の研修が寄せ集め，つぎはぎの状態であり，そ

れらに一貫した呂標や体系的な計画性がなかっ

たという点である。

例えば，イギリスでは従来から校長や教頭ラ

主任等を対象とした学校経営研修 (school

management training)が様々に行われてきた

が，その特質ないし問題点を Bolamは次のよ

うにまとめている。即ち， I第一に，大学でのマ

スターレベル或いは PhDレベルの学位コース

の内容は，主に教育行政か理論的知識に関する

ものであり，現実との関連性や実践性が不十分

との批判を受けてきた。第二に，短期コースの

多くは現職の校長や上級の教員を指導者として

行われてきた。第三に，この短期コースの状況

は地理的に『つぎはぎ』の状態であり，豊富な

コースのある地域もあれば，コースのほとんど

ない地域もあった。第四に，これらのコースに

ついてはラ体系的な評価はほとんどなされてこ

なかった戸。こうした研修状況に関して， 1979 

年からバーミンガム大学による調査がDESの

補助を受けて行われ， 1981年に出されたその報

告書ではラ学校経営研修のための国家的な計画

及びそのための機関の設置が勧告されていたの

である 2)。

政府も 1983年の白書 j教l郊の質』において，

学校経営研修を拡充する必要性を指摘し，同年

の通達3/83によって，具体的な学校経営研修の

拡充策導入を提起した。そこでは，学校経営研

修についての LEAへの補助金制度を設けると

ともに，同年，ブリストル大学に設置された学

校経営研修全国開発センター (National Devel-

opment Center for School Management 

Training:NDC)の活動を積極的に援助するこ

とによって地方での研修活動を援助・促進する

方策を提起したのである。それによって， I従来

の寄せ集め，つぎはぎ的な研修活動を合理化し，

高い質の研修を提供するような研修機関と LE

Aを刺激しようとしたJのである 3)。

こうした従来の研修状況に対する問題指摘

は，アメリカにおいても向様にみられる。アメ

リカでは，教育カレッジが各州ごとに規定され

た校長免許要件のなかの大学説コースを設定

し，その履修機会を開くという点で，学校管理

者の養成教育上の責任を負っている。そのプロ

グラム内容に関して，従来から理論に偏りすぎ

ているという批判があり，近年，かなり実践に

基づいたものへと変化する傾向にあるといわれ

ている 4)。しかしながら，以前として理論に偏り

すぎているという批判は支配的であり，それに

対処するために，プログラムのなかに実地経験

(field experience)を導入して，そこで理論と

実践を結合しようとしている。教育経営プログ

ラムをもっ約 300の大学への調査によると，そ

の過半数がなんらかの任意の internship

experienceを導入しヲその問題への対応を講じ

ているヘまた，全米中等学校校長会(National 

Association of Secondary School Princi-

pals : N ASSP)が1977年ラ 78年に実施した 2つ

の調査によると，校長の養成・研修プログラム

は，一貫した呂標も体系的なデザインも示して

おらず，本質的には形式的なコースの多様な集

まりであるということが実証されたというへ

また， 1978年の調査によるとラ 75%の学校から

現場に基づいたプログラムとしてインターン
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シップ経験が必要だと報告されたと指摘してい

る7)。

さらに，アメリカでは1980年代になって校長

の研修制度改善をめぐって顕著な動向が現れて

いる。それは， I校長センター」の設立というこ

とである。ここ 4~5 年の間にこの種のセン

ターが約 100ケ所設置されてきている針。こう

したセンターの出現は，教育改革や教育の革新

において個別学校やそこの校長が鍵的要素であ

ると広く言われ出した時と時を同じくしてい

るヘ近年の学校の教育力向上における校長の

役割の重要性への注目と，その専門的職能開発

の必要性への認識が高まってきたことがその背

景としてあると考えられる。

以上のように，イギリス，アメリカでの校長

の養成・研修をめぐる改善動向は，現実との関

連性や実践性の不十分さ，研修全体の計画性，

一貫性の無さといった問題を背景として，研修

内容面での実践的経験の重視という側面と専門

的研修機関の設置による研修提供の計画化，一

貫性の確保という研修条件の整備の方向での改

善が進められようとしているといえよう。

(2) 改善施策の内容

では，異体的な改善施策はどのような内容の

ものとして展開されようとしているのか。そし

てそれは，校長のいかなる資質， リーダーシッ

プを形成，向上しようとしているのであろうか。

まず，イギリスでの改善動向を先の学校経営

研修全国開発センター (NDC)の活動内容の

検討からみてみよう。

NDCは，学校経営研修に関する指導，助言，

援助のための機関であり， Iより効果的な教育と

学習活動のための学校を経営管理する校長及び

上級教員の力量を改善するために，彼らへのよ

り質の高い学校経営研修の提供を促進するこ

とJその任務とするものである 10)。また，その任

務を果たすための機能として，図II-3-1に

示したような 5つをその本質的機能として有す

るものである。即ち，第一は学校経営及び学校

経営開発ないしその訓練における良い実践に関

する情報やアイディアを収集する情報センター

としての役割である。第二は，集中的な事例研

究やコースの自己評価の促進による調査研究を

通して，新しいコースについての助言による学

校経営研修についての厳密な評価を促進するこ

とである。第三は， NDCの職員， NDCに付

属するコンサルタントや研究員，他の開発者の

活動に協同する者による良い訓練教材やコース

及びプログラムの開発を促進すること。第四は，

研究集会や直接的な助言，相談活動を通して，

学校経営開発や研修の政策，プログラム，コー

ス，活動の採用や実行を援助すること。第五は，

定期的なニュースレター，リソースパンクの

ニュースシート，会議，出版を通してそのアイ

ディアや材料を普及すること，である。

こうしたNDCの活動や援助の下で，各地方

において学校経営の改善を自的として，短期(最

小で20 日間)の f基礎コース j と長期 (10~12

週または150~160 B間)でより上級者を対象に，

研修指導者の養成をも自的とする「一学期研修j

(one-term training opportunities 

OTTO)が実主包されている (3/83コースとよば

れる)。このうち，ひとつの典型的な20日間の「基

礎コースjは， 4つの LEAからのお人の中等

学校長を対象とし， 11の単一日と 3日間の宿泊

を伴う 3つの集中期間の形式で実施されてい

る。指導者は，経験豊かな校長(2名)であり，

時々，外部の講師によって補足されている。主

要な研修課題は，カリキュラム経営，スタップ・

デベロップメント，意思決定， リーダーシップ

である。研修の方法としては，行動学習(action

learning)というものがとられ，まず参加者は自

分自身の実生活上の問題をその研修集屈に持ち

より，その原因や解決策を検討する。次いで参

加者はそこで得られた方策を，自分の学校の問

題への適応を試み，その結果を一層の論議とア

ドバイスを得るために再び研修集団に持ち寄る

のである。また， OTTOプログラムは，持に

は同じような研修課題を含むものではあるが，

典型的にはより少数の参加者(通常 8~10人)

を対象に， I指導者の養成Jに関する内容も含む

ものである。その中で，より重要なことは，大

部分のOTTOへの参加者が最近の実践的関心

ウ
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事について短期の個人研究をすることにあると

言われている 11)。

NDCの調査によれば， 1983-84年度には20

の機関(大学，ポリテクニツク，カレッジ)で

21の基礎コースが 588名を対象に行われ， 27の

OTTOが 224名を対象を実施されている 12)。

このほか， LEAによっては ILEAや Surrey

のように独自に校長の導入教育や経営管理研修

を実施しているところもある 13)。

ところで，これらの研修機会の内容をみてみ

ると，それは大きく次の 3つに要約される。即

ち，①経営的問題やアプローチについて参加者

の自覚を喚起する機会，②新しい経営道真，経

営技術を獲得する機会，③参加者が自分の学校

で遭遇した経営上の問題のいくつかを直接提起

する機会，というものであり 1ぺ表立 -3-1は

その状況を研修環境との関連での研修事業数を

示したものである。

表II-3-1 1984/85年度研修事業数

l!H | ¥f語修¥寄環修¥ 境

仕事を 仕事に 仕事に

離れた 密着して 従事して

(Away ( Close (ON the 

from the to the job) 

job) job) 

自覚の喚起 28 11 8 

(Raising 

Awareness) 

技術訓練 6 2 。
(Skills 

Traingng 

問題解決 8 l 11 

(Problem 

Solving) 

Bailey，A，J.，Support for School Management， 

Croom Helm， 1987， p.10， Table 2 

こうした改革動向は，政府が学校教育の質的

向上にとって学校経営の役割が非常に重要であ

ると認識していることを示すものであるJ教師

の質jでは， Iかれら(校長や教頭，主任などー

引用者注)が，利用可能な教職員や物質的資源

を効果的に経営管理し，効果的な教育的リー

ダーシップに必要な資源を有している場合にの

み，学校は制度が正当に期待する教育の質を提

供することができるjと述べている 15)。先に述べ

た校長の役割変化に対応した校長の力量の向上

が，学校経営の効率化と学校教育の質的向上の

条件として位置づけられていると言える。そし

て，校長自身もそうした力量を向上させる必要

性を感じている。表II-3-2は校長の研修要

求についての調査結果であるが，生徒や外部機

関と関わった研修要求が比較的低い反面，評価

やリーダーシップ，人事，組織などの内部経営

に関する研修要求が高い。なお，表II-3-3

は，校長が研修を受けたいと思っている特殊事

項についての調査結果を示したものであるが，

ここにも上述のような学校の内部経営にかかわ

る事項への要求が高いという傾向があると言え

よう。

以上，イギリスにおける校長の研修に関わる

改革動向について見てきたが，その特色は具体

的な経営技術と知識の習得によって校長の経営

的力量，特に実践的経営力の向上を図ろうとし

ていることにあるといえよう。自分の学校の問

題を的確に把握し，その解決のための方策を実

践し，その結果をさらに研修によって検討しよ

うとする試みは，まさに校長の実践的経営力の

形成・向上を意図するものであり， r独裁者から

経営責任者へJという校長の役割変化に対応し

たリーダーシップの発揮が求められていること

の現れとして捉えられよう。また，校長の研修

のための専門的機関の設置による組織体制の整

備という改善の動向は，それによって研修のバ

ラツキを解消するとともに，より質の高い内容

を体系的に提供することによって，校長全体の

資質力量の水準を向上しようとするものである

ともいえよう。

では，アメリカにおいてはどうであろうか。

先の改善の背景の笛所でも指摘したように，

アメリカでは実地経験を導入した校長の養成・

研修プログラムがその改善策として推進されて

きている。この実地経験プログラムは，職務遂

行に基づいた (perforrnance-based)養成・研

修プログラムの重要な部分を構成するものであ

り，次のような 3つの側面・内容から成るもの

であるといわれる。即ち，コースに基づいた活
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Nこ 400

一般的(自分が必要とす 校長一般にとって必要な上 校長一般にとって最も必要

る事項の自由選択) {立 5項の選択 な事項

評価 291 評価 241 リーダーシップ 79 

社会発展への対応 254 人事 202 哲学 57 

イノベーション 234 計画 173 人事 44 

人事 223 組織 167 評{語 37 

計画 218 イノベーション 159 計画 31 

組織 193 リーダーシップ 150 組織 29 

諾資源の管理 187 諸資源の管理 147 諸資源の管理 23 

哲学 157 社会発展への対応 124 社会発展への対応 23 

自己管理 157 哲学 117 人間関係 19 

統合・調整 154 人間関係 103 自己管理 13 

1)ーダーシップ 151 統合・調整 87 イノベーション 10 

人間関係 146 自己管理 76 統合・調整 9 

地方機関等との関係 136 地域社会 59 生徒 5 

地域社会 129 生徒 54 地域社会 4 

理事/LEA 92 地方の機関等との関係 36 理事/LEA 3 

生徒 85 理事/LEA 33 地方の機関等との関係 。

校長の続修要求 (JI震位)表 II-3-2 
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J ones，A.，Leadership for Tomorrow's Schools， Blackwell， 1987， p.59， Fi忠lre4.1 

研穆を受けたい特殊事項

一毅的な自由選択 上位 5項目選択 第 位

新しいテクノロジー 学校評価 教職員のモラール

教育課程計画のための人 教育課程計画のための人事・
生徒の減少への対応、

事・研修 研修

学校評価 教職員のモラール 学校評価

教職員の勤務評定 教職員の勤務評定 協議・参加

教職員のモラール 新しいテクノロジー 教職員の勤務評定

ストレスの管理 生徒の減少への対応、 環境の変化への対応

生徒の減少への対応、 環境の変化への対応
教育課程計画のための人事・

研修

変化する環境への対応 協議・参加 新しいテクノロジー

生徒評価 ストレスの管理 ストレスの管理

協議・参加 生徒評価 生徒評価

一一

表II-3-3 

1 

2 

3 

。

7 

8 

9 

4 

6 

Jones，A.，Leadership for Tomorrow's Schools， Blackwell， 1987， p.66， Figure 4.3 
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ffi)J (c 0 u r s e -b a s e d a c t i v i t i e s) ，実習

(practicum) ，インターンシップ (internship)

の 3つである。これらのプログラムの特徴は，

問題の分析と判断としユう学校経営にとって鍵と

なる技術を身に付けさせるものであり，それら

の技術を実際に試す機会を提供しようとすると

ころにある。そして，こうしたプログラムを通

して，校長志願者に対し，増加する複雑な事項

を処理する能力を発展させようとするのであ

る16)。言ってみれば，実務経験を通して校長とし

ての実践的経営力を習得させることを呂的とす

るものであると言えよう。そしてそれは，理論

(机上の研修)と実践(現場での経験)との間

にあるギャップを実務経験を媒介にして埋めて

いこうとするものでもあるといえる。ただし，

そこではあくまでも理論を土台として，実践場

面でそれを十分に適応しうる力量を身に付けさ

せようとすることをねらいとしており，校長と

して求められる専門的知識の習得の上にたった

笑践的経営力の発揮が求められているといえよ

う。このことは，知識習得と教授経験に加えて

一定の期間，継続的に学校経営という行為を実

際に体験することによって，正規の校長として

の十分な職務遂行を保障しうるという，先の資

格ー選考をめぐる改善動向を養成プログラムの

上で具体化したものであるといえる。

なお，こうした実践的経営力の重視という方

向は免許更新の際の研修にも現れており，いく

つかの州では教授上のリーダーシップよりも経

営者としての研修にその強調点を醤く傾向が出

てきている 17)。

では次に校長センターをめぐる改善動向はど

うであろうか。具体的な校長センターの活動内

容からみてみよう。

校長センターについての一例を示せば，例え

ば，フロリダチトiでは1983年 7月 1日付けで州法

に「管理者研修法 (ManagingTrainig Act) J 

が制定されている。そこでは，優秀な校長をは

じめとする学校管理者に求められる能力の内実

と，それを獲得するために必要な養成・選考・

採用・研修の手続きと内容を審議する「アロリ

ダ州教育経営審議会 (FloridaCouncil on 

Educational Management) Jの設置，校長・管

理者のための研修機関としての「フロリダ州学

校指導者研修所 (FloridaAcademy for 

School Leaders) Jの開設，校長・管理者の大学

院レベルの研修を促進するための「学際的大学

院研修促進センター (Centerfor Interdiscipli-

nary Advanced Graduate Study) Jの開設な

どについての事項が盛り込まれている 18)。そし

て， 1985年 3月に「教育経営審議会Jから出さ

れた「新任校長のための養成・研修の指針J19)で

は，新任校長のための研修プログラムは次のよ

うな事項を含むものとして発展されるべきであ

ると指摘している。即ち， A発展されるべき技

術/能力の確認， B職務上および他の学習上の

経験についての準備， C技術/能力を経験に関

連させる公的に個別化された専門的発達計画，

D.明確にデザインされた支援機構，というもの

である。

また，こうした校長センターでの実際の研修

プログラム内容を SanDiego County Office 

of EducationのManagementAcademyでの

中等学校管理者を対象とした1987/88年のプロ

グラムからみてみよう 20)。まず¥プログラムの自

的では，デモンストレーション，ディスカッショ

ン，グループ活動を還して，参加者に中等学校

長の役割と責任についての包括的な見方を，職

務の遂行に必要な技術と知識を実践的に適用す

るという観点から提供することにある，として

いる。そして，実際の研修活動の焦点は次の 4

点から構成されている 0

・教授上のリーダーシップ(lnstructional

Leadership) 

効果的な教育技術?と学級経営の方策，臨床

的教育/指導，職能開発モデル，若者の変

化する要求，指導教員の利用の方策，学校

改善と変革過程，効果的学校の研究

・カリキュラムに関するリーダーシップ

(Curriculum Leadership) 

カリキュラム計画，カリキュラムの決定，

カリキュラムの基準モデル，カリキュラム

の配列，カリキュラムの修正と教科書の選

択，無条件的及び指定されたプログラム



-学校運営および組織 (SchoolManage-

ment & Organization) 

中等学校の総織的構造，基本計画の樹立，

計画の記載，人事，中央の支援サービス，

財政，指導主事/教育委員会/校長の関係，

行政官の役割，雇用者と被雇用者との関係，

カリキュラム相互の活動

・学校風土 (SchoolClimate) 

評価方法，学校改善の計画化における職員

の参加，学生の権利と責任，規律，地域社

会の参加と支援

以上，アメリカでの改善動向をみてきたが，

そこでは経営者としての具体的な行為と教授上

のリーダーとしての具体的な指導行為とをもと

に適切に発現することができる，知識と経験を

基礎にした実践的経営カが，校長の資質能力改

善の焦点になっているといえよう。そして，そ

れを職務遂行に基づいた実践の重視という方向

での実際の経営経験を通して獲得させようとす

るものだといえよう。

イギリス，アメリカ両国の他に，ソビエトや

西ドイツでも，校長の養成・研修をめぐっての

改善の動きがある。例えば，ソビエトでは84年

の教育改革のなかで，校長の資質能力の向上の

方策として，管理職の養成・研修の体系化の必

要という観点、から，①「校長の資質向上学部」

の「国民教育指導者の養成，婆質向上学部jへ
の改組，②管理職候補者の研修の充実，をうたっ

ている。これらにより，校長の養成・研修を従

前よりも一層体系的に整備し，かつ研修内容や

期間を拡充，強化しようとしているのである 21)。

しかし，ゴルバチョフ政権下での再改革(概略

は先の 12.資格・選考をめぐる改善施策jを参

照)では，校長の選挙制か採用されてきたこと

に伴い，以上のような校長の専門職化の動向と

矛盾する問題も出てきている。こうした問題に

ついては，さらに検討が必要であろう。

また，西ドイツでも校長の研修の拡充策が

1980年代になって積極的にとられるようになっ

ている。例えば，バーデン・ピュルテンベルク

(Baden-Wur temberg)州では， 1980年から，

州の文部省主催による全新任校長を対象とした

学校経営に関する 4つのゼミナール(各ゼミ

ナールは 1週間)からなる研修を実施している。

その大綱的内容は，ゼミナール 1 (学校の管理

と組織，討論や議論の誘導入ゼミナール 2(教

育と教授のための法的基盤)，ゼミナール 3(他

人の権利と職務上の権利，勤務評定)，ゼミナー

ル4 (学校と学校設置者，職業教育の学校と教

育上のパートナー)，というものである 22)。また，

ノてイエノレン州でも 1984年から新任校長に対する

研修を拡充する方策がとられている 23)。そして，

そこでの研修の方法が「日常実践の中から問題

を抽出し，これらを講師と共に討論して解決す

る方向を採るという形式をとっている J24)とい

うものであり，アメリカやイギリス同様， J職務

の実際に基づいた研修の在り方が導入されてい

るのである。

(3) まとめ-養成・研修改善にみる校長に

求められる資質能力

以上，校長の養成・研修に関する改革動向を

みたきたが，その特色は学校の経営責任者とし

ての校長の役割変化を背景とする経営訓練ー研

修の拡充という点にあるといえよう。養成・研

修ブつログラムにおける学校運営，組織，教職員

管理，カリキュラム経営などといった学校経営

に関わる領域の拡充・強化，そして研修方法と

しての実務体験の導入，職務の実際に基づいた

研修という改善方策は，そうした動向を端的に

示すものであろう。

こうした改善施策を通して，今日の校長に求

められている経営の実践場面に対応しうる実践

的経営力(アメリカ)や実際の経営的職務に対

応可能な資質能力(イギリス)というものを形

成，向上しようとしているといえよう。

校長を教師の延長としての{憂れた教育者か

ら，学校全体の統括者として，また教職員集団

のリーダーとして，学校や教師に課された教育

責任を果たしていく上でのまさに経営費任者と

して位置づけ，その役割，機能を達成するため

に専門的知識と経験に基づく実践的経営力量を

形成・向上していくことが校長のリーダーシッ

プ改善の焦点になっているといえるのではない

円
〆
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だろうか。

( 北神 正行 )
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111. 研究のまとめと今後の課題

以上，現在，各国で進められている教育改革

における校長をめぐる改善施策について，役割

変化，権眼，資格・選考，養成・研修，という

側面から検討し，校長に対してどのような資質

やリーダーシップが求められているかを明らか

にしようと試みてきた。最後に，これまでの検

討を踏まえながら，全体のまとめをするととも

に，今後の本研究の課題について触れておこう。

先に指摘したように，今日の教育改革のなか

で，学校は教育問題の解決に向けて自らすばや

く問題を感知し，解決していく能力(自己革新

能力)を発揮することを求められている。それ

によって，自らに課された教育責任を十全に果

たしていくことが求められているのである。そ

うした状況のなかで，校長には個々の学校の実

態や課題を的確に捉え，様々な意見を調整しな

がら，教職員や父母の協力を形成してしユく組織

創造者(学校変革のリーダー)としての役割と

能力が期待されているのである。

これまでみてきた各国での校長職をめぐる改

善動向には，例えば「独裁者から経営責任者へ」

や「実践的経営力を兼ね備えた校長へJといっ

たことに見られるように，校長の経営責任者と

しての役割変化ないし役割期待を背景に，改善

のメスが入れられようとしている。そこでは，

従来，校長に求められてきた優れた教師という

教育指導上の資質力量か仏教師に対する指導

力，学校全体を統括，運営する経営力といった

資質力量の形成，向上が自指されているのであ

る。しかも，そうした資質力量が実際の職務，

行動のなかで確実に発揮できる校長が呂指され

ているのである。校長の資格・選考をめぐって

の実践的経営力の確実な証明とその水準確保へ

の要請としての基準の明確化という方策，また

養成・研修をめぐっての専門的知識と経験に基

づく“実践的経営力"の形成・向上を自的とす

る実務経験重視のプログラム改善，さらに校長

の権阪の明確化による自律的に学校を経営して

いく経営者としての責任の付与， といった具体

的な改善施策は，そうした校長に求められる新

たな資質やリーダーシップを形成，向上するた

めに採られた方策であるといえよう。そして，

こうした校長i械をめぐる改善を通して，変化に

柔軟にかつ敏速に対応し，その課題を達成しう

る学校の自己革新能力を高めようとしているの

である。そして，そうした改善を通して，今日

の教育改革の中で求められている教育の「質j

の向上を図ろうとしているのである。それはま

た， r学校に基礎を置いた経営 (School-based

management) Jへの着目による，学校の自

新を通した教育改革の推進方策であるともいえ

るのではないだろうか。

確かに，各国によって校長が置かれている状

況やその向題とされている点には相違があり，

その改善動向を一様にとらえることはできない

が，少なくとも今日の教育改革のなかで，学校

をトータルに改善していく必要性がうたわれ，

そのためのひとつの重要な改善点として校長職

をめぐる改善施策がと記のような側面から講じ

られようとしていることは指摘することができ

ょう。とりわけ，学校の組織・運営の在り方を

学校文化や風土，教職員とのコミュニケーショ

ン，学校関係諸機関 e 父母との協力体制，など

の諸側面から捉え直し，学校が自らの問題や課

題を的確に把握し，その解決のための方策を考

察し，実施することができる力を身に付けてい

くために，校長の経営責任者としての自覚と専

門的知識と経験に裏打ちされた実践的経営カの

形成。向上が求められているといえるのではな

し〉だろうか。

今後は，そうした各国での改善動向の分析を

さらに進め，校長に求められるまたは期待され

ているリーダーシップの中身とそれを形成・向

上するための条件ないし方策等について，一層

詳細な検討を加えていきたいと考えている。と

同時に，学校改善や効果的な学校等に関する研

究についての分析等を通して，校長のリーダー

シップや学校の自己革新を分析していくための

理論的な枠組みを検討し，実際に学校が抱えて

いる問題を解決していくための校長のリーダー

シップの在り方や条件，課題等について研究を

進めていく予定である。
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( 北神 正行 )

(本稿は， 1988年 6月 4El，日本教育経営学会

第28回大会での口頭発表した内容をもとに作成

したものである。)
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A Study on the Self-Renewal of School and Principal's Leadership 

Masayuki Kitagami 

N oriaki Mizumoto 

Hiroshi Akutsu 

Hirofumi Hamada 

1n recent educational reform in some countries， the focus is on the School as the prime 

unit of change in the educational system. 

There has been a major shift in the style of educational change efforts from the large 

-scale centralised attempts at educational reform to the present emphasis on school focus-

sed strategies. The prime goal is the induction of a capacity for self-renewal within the 

school 

There are a number of reasons for this shift. Of course， some are more specific fac句

tors to national contingencies than others， but there are common factors such as economic 

recesslOn 

These educational reform have create a number of new expectations for the task of the 

principal 

The purpose of this paper is to examine the characteristics and strategies of these 

school improvement efforts and the shift of principal's role and works 

The flamework to the analysis are 

(1) the caracteristics of the role shift of principals. 

(2) the procedures for the selection and appointment of principals 

(3) professional development of principals 

The contents of this paper are as follows: 

1 . The School and principal in recent educational reform 

1. The position of the school in recent educational reform 

2. The principal as the crucial point of the school management 

II. 1mprovement efforts on the principal in some countries 

1. The shift of the principal's role 

2. Qualification and selection of principals 

3. Preperation and training programs for principal 

III. Conclusion 

ウ
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